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Reasonable Accommodation
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障害特性と環境が合っていない

⇒「申し出」に基づく配慮

事業者が「合理的な」
範囲で改善を検討

障害は社会の側に存在（障壁）

障壁の変更・調整
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事例：50代男性

• 大腸がん術後。

• 手術後腹痛を知覚。仕事を継続するうえで、立
位作業を継続できるのか、という漠然とした不
安があった。

• 痛みは5分程度の間欠的なもので、大腸ガス移動
によるものと判断。立位作業は医学的禁忌に当
たらず、経過観察で可と判断できた。

• 患者さんは、それでも心配がなくなりません。
「医学的に問題がなければはたらけるのか？」
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検討されるReasonable Accommodation

• 腹痛

–しばらく休職する

–終日休む

–半日休む

–腹痛が出そうなら休む

–適宜休憩をとる

–根性で頑張るので見守ってほしい
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業務や経営
の影響

体調の影響

「本人の申し出」を受けて合理的な範囲で事業者と『合意』

幅広い選択肢

２．申し出

３．合意形成１．症状（障害）

より医療的 より企業的
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Reasonable accommodation
ヒント集

• 作業場の調整

• 作業内容の変更

• スケジュールの調整

• 事業場内ルールの変更

• 本人が安心できる環境整備

• 移動に関連する調整

• 視覚・色覚・聴覚障害に対する対応

• 内服・食事・血糖管理等に関すること

• アピアランスケア

• 補助具・マスクの使用

• その他
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理想的にはリストから
本人に選択してもらう
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Reasonable accommodation
検討する際の手順

1.知覚されている症状等をリスト化する

2.リスト化された症状等から、仕事で困り
そうな症状等を患者さん自らが抽出する

3.抽出された症状等に対し配慮してほしい
内容をヒント集から患者さん自らが抽出
する

4.事業者に申し出る
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